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議 長（会長） 
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(専門員兼農政係) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

只今から平成３０年第１１回大洲市農業委員会定例総会を開会いたし

ます。開会に当たり、宮浦会長からご挨拶をお願いいたします。 

 

（会長挨拶） 

 

只今から議案審議に移らせていただきます。会議規則第３条によりま

して、宮浦会長に議事の進行をお願いいたします。 

 

これより本日の会議を開きます。 

出席委員は農業委員１９名中１８名、推進委員２０名中１９名で定足

数に達しておりますので、総会が成立していることをご報告申し上げま

す。 

本日、２９番 大本昭裕委員、３４番 久保壽男委員より欠席の報告を

受けております。 

本日の議事日程は、お手元に配布してあるとおりであります。 

まず、日程第１、議事録署名委員の指名を行います。 

議事録署名委員に、３６番 徃見康範委員と、３７番 菊地久美子委員

を指名いたします。 

次に、日程第２、書記の指名を行います。 

本日の会議の書記に事務局の土居書記を指名いたします。 

それでは、日程第３、議案審議に入ります。 

 

まず、議案第６９号『農地法第３条の規定による許可申請について』

を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

はい。失礼いたします。 

議案第６９号「農地法第３条の規定による許可申請について」をご説

明します。 

議案書１ページをご覧ください。 

１番、および２番関連案件です。 

１番、東大洲の土地、田１筆・１，８２８㎡は３年間の使用貸借権の

設定です。地番の欄にあります『外１筆』の文字を削除願います。 

権利設定後も、引き続き水稲の栽培を行います。 

２番、田口字ニシヲカの土地、畑１筆・３３７㎡は売買による所有権

移転です。 

所有権移転後は、竹の管理をいたしまして、筍の栽培を行います。 

いずれも、農業は、譲受人本人及び子が年間を通して従事します。 

３番、菅田町宇津の土地、樹園地１筆・２３７㎡も売買による所有権

の移転です。 

所有権移転後も、引き続き果樹の栽培を行います。 

農業は、譲受人本人が年間を通して従事します。 

４番、手成の土地、畑２筆・９０６㎡は贈与による所有権の移転です。 

所有権移転後も、引き続き野菜の栽培を行います。 

農業は、譲受人本人が年間を通して従事します。 

５番、上須戒の土地、畑１筆・６５０㎡は売買による所有権の移転で

す。 

所有権移転後も、引き続き野菜の栽培を行います。 

農業は、譲受人本人が年間を通して従事します。 
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議 長（会長） 

 

 

５番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

１３番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

６番、長浜町櫛生の土地、樹園地６筆・５，７４９㎡も売買による所

有権の移転です。 

所有権移転後も、引き続き果樹の栽培を行います。 

農業は、譲受人本人及び両親が年間を通して従事します。 

７番、肱川町宇和川の土地、畑４筆・１，６００㎡も売買による所有

権の移転です。 

所有権移転後も、引き続き野菜等の栽培を行います。 

農業は、譲受人夫婦が年間を通して従事します。 

以上、７件のご審議をよろしくお願いします。 

 

只今、事務局より説明がありましたが、まず、地元委員さんより報告

をうけたいと思います。１番、２番、お願いいたします。 

 

失礼いたします。 

１番、２番関連案件になりますので、併せて説明します。 

議案説明資料１ページ及び２ページをご覧ください。 

１番案件は３年間の使用貸借権の設定です。 

申請地は、大洲警察署の南西約２００ｍにある田１筆で、現在も良好

に管理されています。 

２番案件は売買による所有権の移転です。 

申請地は、肱北公民館田口分館の東約８００ｍにある譲受人の自宅に

隣接する畑１筆ですが、竹が入り込んできているため、今後はきちんと

管理をし、筍を収穫していくとのことです。 

譲受人は、２人の娘さんとともに年間を通して農業に従事しており、

今後の管理についても問題はないと思われます。 

調査結果につきましては、議案説明資料に記載のとおりで、農地法第

３条第２項の第１号関係から第７号関係までの規定に該当する事項はな

いことをご報告します。 

 以上、２件のご審議をよろしくお願いいたします。 

 

続いて３番。 

 

３番案件について、ご説明いたします。議案書説明資料３ページをご

覧ください。 

売買による所有権移転になります。 

申請地は、先月の定例総会にも議案として提出されました国営道屋敷

団地内の樹園地１筆になり、購入した農地の北側に隣接するものです。 

譲受人は当該国営団地内に育雛場を建設することになっていますが、

あわせて管理するため購入するものです。農業については、本人が年間

を通して従事しており、これまでに耕作管理に関する問題は生じており

ません。 

その他、申請書類等の内容を確認いたしました結果は、議案説明資料

に記載のとおりで、農地法第３条第２項の第１号関係から第６号関係ま

での規定に該当する事項はなく、第７号関係の「地域調和」につきまし

ても、現状を引き継いで耕作する予定であることから、特に問題はない

ものと思われます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 はい。続いて４番。 
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議 長（会長） 

 

２３番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

２６番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

失礼いたします。 

４番案件について、ご説明いたします。議案説明資料４ページをご覧

ください。 

当案件は、譲受人が自宅に近い申請地を贈与により取得しようとする

ものです。譲渡人は亡くなった兄の妻であり、農地を譲り渡すため今回

の申請に至っています。 

申請地は、八多喜公民館から北東に約２㎞にある畑２筆になりますが、

現在も良好な状態で管理されています。 

譲受人は年間を通して農業に従事しており、これまでに耕作管理に関

する問題は生じておりません。 

その他、申請書類等の内容を確認いたしました結果は、議案説明資料

に記載のとおりで、農地法第３条第２項の第１号関係から第６号関係ま

での規定に該当する事項はなく、第７号関係の「地域調和」につきまし

ても、現状を引き継いで耕作する予定であることから、特に問題はない

ものと思われます。 

 以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

続いて、５番。 

 

失礼いたします。 

５番案件について、ご説明いたします。議案説明資料５ページを併せ

てご覧ください。 

売買による所有権移転になります。 

申請地は、元の上須戒小学校の東約４００ｍにある畑になりますが、

現在も良好に耕作されています。 

譲受人の自宅の前にあり、管理しやすいことから、今回の申請に至っ

ております。 

譲受人は、年間を通して農業に従事しており、これまでに耕作管理に

関する問題は生じておりませんので、所有権移転後の管理に不安はない

ものと思われます。 

その他、申請書類等の内容を確認いたしました結果は、議案説明資料

に記載のとおりで、農地法第３条第２項の第１号関係から第６号関係ま

での規定に該当する事項はなく、第７号関係の「地域調和」につきまし

ても、現状を引き継いで耕作する予定であることから、特に問題はない

ものと思われます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

それでは、続いて６番。 

 

６番案件について、ご説明いたします。議案説明資料６ページを併せ

てご覧ください。 

売買による所有権移転になります。 

申請地は、櫛生公民館の東約１．２㎞にある樹園地６筆になりますが、

現在も良好に耕作されています。 

譲受人の自宅に近く管理しやすいこと、譲受人はみかんを中心に大規

模に農業を行っており規模拡大を図りたいとの意向から、今回の申請に

至っております。 

譲受人は、両親とともに年間を通して農業に従事しており、これまで

に耕作管理に関する問題は生じておりませんので、所有権移転後の管理
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議 長（会長） 

 

３２番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

 

 

 

事務局 

(専門員兼農地係) 

 

 

に不安はないものと思われます。 

その他、申請書類等の内容を確認いたしました結果は、議案説明資料

に記載のとおりで、農地法第３条第２項の第１号関係から第６号関係ま

での規定に該当する事項はなく、第７号関係の「地域調和」につきまし

ても、現状を引き継いで柑橘等の果樹を栽培する予定であることから、

特に問題はないものと思われます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

続いて、７番。 

 

７番案件について、ご説明いたします。議案説明資料７ページを併せ

てご覧ください。 

売買による所有権移転になります。 

申請地は、道の駅「清流の里ひじかわ」の南約５０ｍにある畑４筆に

なりますが、現在も良好に耕作されています。 

譲受人が今回、譲渡人の住宅を購入し、その住居付近にある農地につ

いても売買がまとまったとのことです。４筆の内、１筆については耕作

放棄地となっておりますが、今後草刈等を行い、果樹を栽培する計画に

もしています。 

譲受人は、夫婦で年間を通して農業に従事しており、これまでに耕作

管理に関する問題は生じておりませんので、所有権移転後の管理に不安

はないものと思われます。 

その他、申請書類等の内容を確認いたしました結果は、議案説明資料

に記載のとおりで、農地法第３条第２項の第１号関係から第６号関係ま

での規定に該当する事項はなく、第７号関係の「地域調和」につきまし

ても、現状を引き継いで耕作する予定であることから、特に問題はない

ものと思われます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

只今、地元委員さんからの報告がありましたが、何かご質疑はありま

せんか。 

 

（質疑なし） 

 

特にご質疑もないようですので、本案を申請のとおり許可することに

ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議ないものと認め、本案は申請のとおり許可することに決定いた

しました。 

次に、議案第７０号『農地法第４条第１項の規定による許可申請につ

いて』を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

失礼いたします。 

議案第７０号「農地法第４条第１項の規定による許可申請について」

をご説明いたします。 

議案書３ページ並びに別紙「議案説明資料」の８ページから１２ペー
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議 長（会長） 

 

 

６番  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

 

 

ジを併せてご覧ください。 

１番、徳森の土地１筆です。 

申請地の隣接地に居住しているが、市道から敷地への侵入路が狭く、

長年不便であったため、申請地を利用して、市道からの新たな進入路を

設置しようとするものです。 

農地区分は、申請地が大洲市の中心部から北東に約４㎞のところに位

置し、農業用公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地

であることから、第２種農地と判断いたしました。 

なお、申請地は平成２９年８月に進入路として造成、またコンクリー

ト舗装がされております。このことについては申請人から始末書を提出

いただいており、県に違反転用事案報告書を提出する予定であります。 

一般基準の各審査項目につきましては、別紙議案説明資料８ページの

ご確認をお願いいたします。 

以上、１件です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

只今、事務局より説明がありましたが、まず地元委員さんより報告を

受けたいと思います。１番。 

 

失礼いたします。 

それでは１番案件について、調査結果をご報告申し上げます。 

説明資料の８ページから１２ページをお開きください。 

まず、立地基準である第２号の「代替性要件」につきましては、説明

資料記載のとおりであり、問題ないものと考えております。 

次に、農地転用の一般基準である第３号の「転用の確実性」につきま

しては、先ほど事務局から説明がありましたように、既に造成して進入

路として整備されており、この件につきましては本人も始末書を提出し、

大変反省をされています。 

また、第４号の「周辺農地等への影響」につきましては、申請地北側

の農地は自己所有地であり、進入路が現状と変わらないことなど、各項

目において適当と思われることから問題ないと考えます。 

よって本件は、農地法第４条第２項の各号には該当しないため、許可

相当として追認許可はやむを得ないものであると考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

只今、地元委員さんからの報告がありましたが、何かご質疑はござい

ませんでしょうか。 

 

（質疑なし） 

 

特にご質疑もないようですので、本案を申請のとおり許可相当として

送付することに、ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議ないものと認め、本案は申請のとおり許可相当として送付する

ことに決定いたしました。 

次に、議案第７１号『農地法第５条第１項の規定による許可申請につ

いて』を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 
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事務局（次長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

 

１番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

失礼いたします。 

議案第７１号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」

ご説明申し上げます。 

議案書４ページ並びに別紙「議案説明資料」の１３ページから２７ペ

ージまでを併せてご覧ください。 

１番、西大洲の土地、８７６㎡の案件は、当社は不動産業を営んでい

るが、申請地は住宅地としての需要が見込めることから、宅地として造

成し販売するため、申請地を売買により取得しようとするものでござい

ます。 

農地区分は、都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域（第

一種低層住居専用地域）内にある農地であることから、第３種農地と判

断しております。したがいまして、立地基準には適合しており、一般基

準について審議をお願いいたします。 

２番、徳森の土地、３９６㎡の案件は、現在、両親宅に同居している

が、結婚し独立することから、新たに自己住宅を建築するため、申請地

を父より使用貸借しようとするものでございます。 

農地区分は、農地の一定規模以上の集団性や公共施設等も近くになく、

生産性の低い農地であることから、第２種農地と判断しております。し

たがいまして、立地基準の代替性と、一般基準を中心に審議をお願いい

たします。 

３番、菅田町菅田の土地、４８５㎡の案件は、現在、借家住まいをし

ているが、子供の成長により手狭で収納スペースも不足していることか

ら、新たに自己住宅を建築するため、申請地を売買により取得しようと

するものでございます。 

農地区分は、農地の一定規模以上の集団性や公共施設等も近くになく、

生産性の低い農地であることから、第２種農地と判断しております。し

たがいまして、立地基準の代替性と、一般基準を中心に審議をお願いい

たします。 

以上、３件でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

只今、事務局より説明がありましたが、まず地元委員さんより報告を

受けたいと思います。1 番。 

 

それでは１番案件の調査結果をご報告いたします。 

議案説明資料の１３ページから１７ページを参考にしてください。 

申請地は、１４・１５ページの位置図のとおり、八尾雨水ポンプ場か

ら南西約２００ｍに位置する農地です。 

まず立地基準ですが、事務局説明のとおり、第３種農地ですので、問

題ないと思われます。 

次に、一般基準である第３号の「転用の確実性」ですが、許可があり

しだい自己資金にて着工したいとのことであり、また転用目的が宅地分

譲とのことで土地の造成のみとなりますが、都市計画法規定の用途地域

内での事業であることから、問題ないものと思われます。 

また、第４号の「周辺農地等への影響」ですが、１６ページの地番地

目図のとおり周囲に農地がないことから、特に問題ないものと思われま

す。 

よって、本件は、農地法第５条第２項の各号には該当しないため、ま

た、一部を道路として利用されていることから始末書が提出され、反省

もしているようですので、追認許可はやむを得ないものと考えます。 
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議 長（会長） 

 

６番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

１１番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

委 員 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

はい。続いて、２番。 

 

失礼します。 

それでは２番案件の調査結果をご報告いたします。 

議案説明資料の１８ページから２２ページを参考にしてください。 

申請地は、１９、２０ページの位置図のとおり、徳森保育所の北約４

００ｍに位置し、先ほど第４条申請のあった進入路に隣接する農地です。 

まず立地基準である第２号の「代替性要件」ですが、報告書記載のと

おりであり、特に問題はないものと思われます。 

次に、一般基準である第３号の「転用の確実性」ですが、許可があり

次第金融機関と父親からの融資にて着工したいとのことですので、問題

ないものと思われます。 

また、第４号の「周辺農地等への影響」ですが、２１ページの地番地

目図のとおり西側などに農地がありますが、譲渡人の所有地であり、特

に問題ないものと思われます。 

よって、本件は、農地法第５条第２項の各号には該当しないため、許

可相当であると考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

はい。続いて、３番。 

 

失礼します。 

それでは３番案件の調査結果をご報告いたします。 

議案説明資料の２３ページから２７ページを参考にしてください。 

申請地は、２４、２５ページの位置図のとおり、肱東中学校の西側に

道路を挟んで隣接する農地です。 

まず立地基準である第２号の「代替性要件」ですが、報告書記載のと

おりであり、特に問題はないものと思われます。 

次に、一般基準である第３号の「転用の確実性」ですが、許可があり

次第金融機関と父親からの融資にて着工したいとのことですので、問題

ないものと思われます。 

また、第４号の「周辺農地等への影響」ですが、２６ページの地番地

目図のとおり西側に農地がありますが、同意が得られているとのことで

あり、特に問題ないものと思われます。 

よって、本件は、農地法第５条第２項の各号には該当しないため、許

可相当であると考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

只今、地元委員さんから報告がありましたが、何かご質疑はございま

せんか。 

 

（質疑なし） 

 

特にご質疑もないようですので、本案を申請のとおり許可相当として

送付することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 
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議 長（会長） 

 

 

 

 

 

事務局（次長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

 

６番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

委 員 

ご異議ないものと認め、本案は申請のとおり許可相当として送付する

ことに決定いたしました。  

次に、議案第７２号「農地転用事業計画変更申請について」を議題と

いたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

失礼いたします。 

議案第７２号「農地転用事業計画変更申請について」ご説明申し上げ

ます。 

議案書５ページ並びに別紙「議案説明資料」の２８ページから３１ペ

ージまでを併せてご覧ください。 

１番、徳森の土地、２９４．４７㎡の案件は、本年第３回定例総会に

てご審議いただき４月３日付で許可となっていた案件でございます。そ

の後の施工時に業者が当初予定していた敷地境界を越えて造成したこと

から、増加した敷地の修正を行うため、計画変更の申請があったもので

ございます。 

農地区分は、農地の一定規模以上の集団性や公共施設等も近くになく、

生産性の低い農地であることから、第２種農地と判断しております。し

たがいまして、立地基準の代替性と、一般基準を中心に審議をお願いい

たします。 

以上、１件でございます。ご審議のほど、お願いいたします。 

 

只今、事務局より説明がありましたが、まず、地元委員さんより報告

を受けたいと思います。１番。 

 

それでは１番案件の調査結果をご報告いたします。 

議案説明資料の２８ページから３１ページを参考にしてください。 

申請地は、２９、３０ページの位置図のとおり、徳森保育所の北約５

０ｍに位置する農地です。 

本件は事務局報告のとおり、本年３月の定例総会にて審議され、４月

に転用が許可されていた案件です。 

変更内容は、施工業者が当初予定していた敷地境界を越えて造成した

ため、当初計画の転用面積を変更しようとするものです。 

立地基準・一般基準ともに議案説明資料に記載のとおり、問題ないも

のと思われます。 

よって、本件は、農地法第５条第２項の各号には該当しないため、ま

た、すでに擁壁が施工されていることから始末書を提出し、反省もして

いるようですので、追認許可はやむを得ないものと考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

只今、地元委員さんからの報告がありましたが、何かご質疑はござい

ませんか。 

 

（質疑なし） 

 

特にご質疑もないようですので、本案を申請のとおり変更承認相当と

して送付することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 
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議 長（会長） 

 

 

 

 

 

事務局（次長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

 

１１番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

 

 

 

 

ご異議ないものと認め、本案は申請のとおり変更承認相当として送付

することに決定いたしました。 

次に議案第７３号『非農地証明について』を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

失礼いたします。 

議案第７３号「非農地証明について」ご説明申し上げます。 

議案書６ページ、ならびに別紙「議案説明資料」の３２ページから３

５ページまでを併せてご覧ください。 

１番、菅田町菅田の土地、５６１㎡の案件は、農地法施行（昭和２７

年１０月２１日）前から非農地。ということで申請があったものでござ

います。 

申し出によりますと、申請地は農地法施行時には住宅や倉庫が建築さ

れており、以降農地として利用されたことはない、とのことでございま

す。 

以上１件、５６１㎡でございます。ご審議のほど、お願いいたします。 

 

只今、事務局より説明がありましたが、まず、地元委員さんより報告

を受けたいと思います。１番。 

 

それでは、１番案件の調査結果を報告いたします。 

議案説明資料の３２ページから３５ページを参考にしてください。 

申請地は、３３、３４ページの位置図のように菅田連絡所の西約５０

ｍに位置する農地です。 

申請によりますと、「申請地は、農地法施行時には住宅や倉庫が建築

されており、以降農地として利用されたことはない。」との申し出です。 

申請人の申立、近隣者の証言、米軍による昭和２３年撮影の航空写真

等を総合的に検証・判断すると、本件土地は法施行前から宅地として利

用され、現在に至っているものと認められました。 

よって、本件は、非農地と判断して差し支えないと考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

只今、地元委員さんからの報告がありましたが、何かご質疑はござい

ませんか。 

 

（質疑なし） 

 

特にご質疑もないようですので、この証明願の土地については非農地

と判断し、証明書を交付することに、ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議ないものと認め、この証明願の土地は非農地と判断し、証明書

を交付することに決定いたしました。 

次に議案第７４号『下限面積（別段の面積）の変更について』を議題

といたします。 

事務局の説明を求めます。 
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事務局 

(専門員兼農政係) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

 

 

 

事務局 

(専門員兼農政係) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

失礼いたします。 

議案第７４号「下限面積（別段の面積）の変更について」をご説明し

ます。 

議案書７ページをご覧ください。 

当議案では、『下限面積（別段の面積）の設定について』の中にある

『空き家に附属した農地に限定した設定について』は、農業委員会が指

定した農地に限るとあるため、今回、指定追加としてご協議願うもので

す。 

議案説明資料に位置図を載せておりますので、ご参照ください。 

１番 森山字武陵の土地、畑１１筆・計２，５０２㎡です。 

大川公民館の西約１㎞の山あいに位置する場所になります。摘要にも

記載しておりますが、申請人の叔父が居住していた住居でしたが、平成

２２年に死亡してからは物件を利用することがなくなり、『大洲市空き

家バンク』に登録しておりました。 

農地につきましては住宅の周囲にありますが、これも利用していなか

ったため遊休化しておりました。 

なお、今回の総会でご承認いただけましたら、次月以降の総会で『農

地法第３条の規定による許可申請』が提出される予定になっております。 

以上１件、ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

只今事務局より説明がありましたが、何かご質疑はございませんか。 

 

（質疑なし） 

 

特にご質疑もないようですので、今説明しましたように地番指定する

ことに、ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議ないものと認め、今回申し出があった農地について地番指定す

ることに決定いたしました。 

次に、議案第７５号『農用地利用集積計画の決定について』を議題と

いたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

失礼いたします。 

議案第７５号「農用地利用集積計画の決定について」をご説明します。 

議案書の８ページをご覧ください。 

１番 新たに農地を借り受けて、野菜を栽培するため、賃借権を５年

間設定しようとするものです。 

２番 新たに農地を借り受けて、野菜苗を栽培するため、賃借権を１

０年間設定しようとするものです。 

３番 新たに農地を借り受けて、野菜を栽培するため、賃借権を１０

年間設定しようとするものです。 

４番 新たに農地を借り受けて、野菜を栽培するため、使用貸借権を

１０年間設定しようとするものです。 

９ページです。 

５番 引き続き、野菜を栽培するため、賃借権を５年間設定しようと

するものです。 
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議 長（会長） 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

 

 

６番 新たに農地を借り受けて、野菜を栽培するため、賃借権を１０

年間設定しようとするものです。 

７番 引き続き、葉たばこを栽培するため、賃借権を５年間設定しよ

うとするものです。 

以上、利用権設定・件筆数、７件・１０筆、利用権設定総面積、２３，

６７７㎡です。 

いずれも農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たして

いるものと思われます。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

只今事務局より説明がありましたが、何かご質疑はございませんか。 

 

（質疑なし） 

 

特にご質疑もないようですので、本案を原案のとおり決定することに、

ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議ないものと認め、本案は原案のとおり決定することにいたしま

す。 

以上で、本日の定例総会に提案いたしました議案の全ての審議が終了

しましたので、議事を閉じることにいたします。 
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